
死
し
て
後
已
む

の

的
精
神
－

諸
葛
亮

漢
代

渡
邉

義
浩

は
じ
め
に

『

』
で
は
、
神
算
鬼
謀
の
軍
師
に
描
か
れ
る

は
、
史
実
で
は
、
公
正
無
私
の
厳
格
な
政
治
家
で
あ
る
。
人
口
に
膾

三
国
志
演
義

諸
葛
亮

炙
し
て
い
る
「

」
と
い
う
言
葉
は
、
諸
葛
亮
の
公
正
さ
と
と
も
に
法
の
適
用
の
厳
格
さ
を
示
す
。
か
つ
て
、
中
国
で

泣
い
て
馬
謖
を
斬
る

は
か
か
る
法
の
重
視
を
論
拠
に
、

を
法
家
と
捉
え
る
研
究
も
多
か
っ
た
。
し
か
し
、
近
年
で
は
、
余
明
侠
《
一
九
九
六
》
の
よ
う

諸
葛
亮

（
一
）

諸
葛
亮

諸

に
、

の
法
制
思
想
は
儒
家
と
法
家
の
長
所
を
と
も
に
採
用
し
た
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
見
解
が
多
く
見
ら
れ
る
。
果
た
し
て
、

（
二
）

の
思
想
は
、
儒
家
と
法
家
の
融
合
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

の
学
問
の
形
成
過
程
か
ら
、
こ
の
問
題
を
考
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

葛
亮

諸
葛
亮

一
方
、
日
本
で
は
、
林
田
慎
之
助
〈
一
九
八
九
〉
が
、

を

彧
・

ら
と
同
様
の
「
清
流
派
」
知
識
人
と
し
て
理
解
す
る
。

諸
葛
亮

荀

孔
融

（
三
）

し
か
し

「
清
流
派
」
と
い
う
括
り
方
の
有
効
性
に
は
疑
問
が
あ
り
、
何
よ
り
も
林
田
の
論
で
は

個
人
の
思
想
的
な
独
自
性
が
描

、

諸
葛
亮

（
四
）

き
出
さ
れ
て
い
な
い
。

儒
教
一
尊
で
あ
っ
た

「
儒
教
国
家
」
の
崩
壊
を
受
け
て
、

は
い
か
な
る
思
想
的
な
背
景
に
よ
り
、

政
権
の
樹
立
に
主

後
漢

諸
葛
亮

蜀
漢

（
五
）

諸
葛
亮

後
漢

体
的
に
関
わ
り
を
持
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
節
は
、

の
思
想
史
的
位
置
づ
け
を
解
明
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
を
通
じ
て
、

末
か
ら

時
代
に
お
け
る
思
想
状
況
を
垣
間
見
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

三
国

1



一
、
水
魚
の
交
わ
り

、
字
は
孔
明
、

の
人
で
あ
る
。
祖
に

の

た
る

を
持
ち
、
父

は

の
丞
に
な

諸
葛
亮

徐
州
琅
邪
郡
陽
都
県

前
漢

司
隷
校
尉

諸
葛
豊

珪

泰
山
郡

っ
た
と
い
う
か
ら
、
豪
族
層
の
出
身
と
考
え
て
よ
い
。
し
か
し
、

は
豪
族
と
し
て
有
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
経
済
力
や
軍
事
力
に
依

諸
葛
亮

（
六
）

拠
せ
ず
に
、
名
声
を
存
立
基
盤
と
す
る
「
名
士
」
と
し
て
生
き
た
。
幼
い
弟
と
共
に
故
郷
で
あ
る
徐
州
の
「

」
け
た
た
め

乱
を
荊
州
に
避

（
七
）

で
あ
る
。
徐
州
の
混
乱
と
は
、
興
平
元
（
一
九
四
）
年
、
曹
操
が
徐
州
で
繰
り
広
げ
た
大
虐
殺
を
指
す
。
諸
葛
亮
は
十
七
歳
で
あ
っ
た
。

（
八
）

徐
州
牧
の

は
、

・
公
孫
瓚
と
結
び
、
袁
紹
・
曹
操
と
対
立
関
係
に
あ
っ
た
。
兗
州
に
拠
点
を
得
た
曹
操
が
、
迎
え
よ
う
と
し

陶
謙

袁
術

た
父
の
曹
嵩
を
襲
撃
し
て
、
曹
操
を
挑
発
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
怒
っ
た
曹
操
は
、
徐
州
に
進
撃
し
て
官
民
を
問
わ
ず
老
若
男
女
を
虐

殺
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、

は
故
郷
を
追
わ
れ
た
。
生
涯
を
貫
く
反
曹
の
精
神
は
、
こ
こ
に
定
ま
っ
た
。

諸
葛
亮

時
代
は
「

」
を
見
放
し
つ
つ
あ
っ
た
。

の
乱
は
火
徳
の

に
代
わ
る
土
徳
の
天
下
の
招
来
を
宣
揚
し
て
い
た
。
「

」
の
正
統

漢

黄
巾

漢

漢

（
九
）

性
を
支
え
て
き
た
儒
教
に
お
い
て
も
、
應
劭
は
革
命
を
是
認
し
て
い
た
し
、
仲
長
統
は

の
滅
亡
の
必
然
を
説
い
た
。

政
権
の
成
立

漢

蜀
漢

（
一
〇
）

後
に
お
い
て
も
、
李
嚴
は
、
劉
備
の

へ
の
遺
言
で
あ
る
「

」
を
踏
ま
え
、
皇
帝
即
位
の
前
提
と
な
る
九
錫
を

諸
葛
亮

君

自
ら
取
る
べ
し

受
け
る
よ
う

に
勧
め
て
い
る
。
蜀
漢
を
滅
ぼ
せ
と
言
う
の
だ

『
三
國
志
』

『

』

に
、

諸
葛
亮

巻
四
十

李
厳
伝
注
引

諸
葛
亮
集

。

吾
と
足
下
は
相
知
る
こ
と
久
し
も
、
復
た
相
解
せ
ざ
る
可
し
。
足
下

方
に
誨
ふ
る
に
国
を
光
か
す
を
以
て
し
、
之
を
戒
む
る
に
拘

る
こ
と
な
き
の
道
を
以
て
す
。
是
を
以
て
未
だ
黙
す
る
を
得
ざ
る
の
み
。
吾

本

東
方
の
下
士
、
先
帝
に
誤
用
せ
ら
れ
、
位

人
臣

を
極
め
、
禄

百
億
を
賜
ふ
。
今

討
賊

未
だ
効
あ
ら
ず
、
知
己

未
だ
答
へ
ず
。
而
る
に
寵
を
斉
・
晋
に
方
べ
、
坐
し
て
自
ら
貴
大

な
る
は
、
其
の
義
に
非
ざ
る
な
り
。
若
し
魏
を
滅
ぼ
し
叡
を
斬
り
、
帝
は
故
居
に
還
ら
れ
、
諸
子
と
並
び
升
ら
ば
、
十
命
と
雖
も
受

2



3

く
べ
し
、
況
ん
や
九
に
お
い
て
を
や
。

と
あ
る
よ
う
に
、

は
李
嚴
の
申
し
出
を
諧
謔
を
交
え
な
が
ら
断
る
こ
と
に
な
る
。

諸
葛
亮

（
一
一
）

も
ち
ろ
ん
、
す
べ
て
の
人
び
と
が
「

」
を
見
放
し
た
わ
け
で
は
な
い
。

末
に

は

『

』
の
中
で
「

」

漢

後
漢

何
休

春
秋
公
羊
解
詁

聖
漢

、

の
正
統
性
を
主
張
し
続
け
て
い
る
。

は
、
そ
の
一
生
を
「

」
の
復
興
に
捧
げ
た
。
徐
州
大
虐
殺
に
よ
り
抱
い
た
青
年
期
の
反
曹

諸
葛
亮

漢

（
一
二
）

の
思
い
は

「

」
の
復
興
と
い
う
信
念
を
揺
る
ぎ
な
き
も
の
と
し
た
の
で
あ
る
。

、

漢

が
向
か
っ
た

の
支
配
者
は
、

の
一
族
で
あ
る
劉
表
で
あ
っ
た
。

政
権
は
、

の
「
名
士
」

や
南
陽

諸
葛
亮

荊
州

後
漢
帝
室

劉
表

襄
陽

蔡
瑁

の
「
名
士
」
蒯
越
ら
に
支
え
ら
れ
安
定
し
て
い
た
。

に
は
、
劉
表
を
輔
佐
し
て
「

」
を
復
興
す
る
と
い
う
選
択
肢
も
あ
っ
た
。

諸
葛
亮

漢

は
、

の
め
い
を
妻
と
し
て
い
た
。
そ
の
ほ
か
、
弟
の
均
に
は

か
ら
妻
を
迎
え
、
姉
を
龐

の
子
龐
山
民
に
嫁
が
せ
、

諸
葛
亮

蔡
瑁

習
氏

徳
公

襄
陽
を
代
表
す
る
豪
族
と
婚
姻
関
係
を
結
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。
劉
表
政
権
に
参
加
し
て
、
そ
れ
な
り
の
地
位
に
就
く
こ
と
は
難
し
く
な

か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、

は
劉
表
に
は
仕
え
な
か
っ
た
。

諸
葛
亮

劉
表
の
支
配
は
「

」
治
で
あ
っ
た
。

「
儒
教
国
家
」
が
推
進
し
た
「

」
治
は
、
豪
族
が
郷
里
社
会
で
力
を
伸
ば
し
て
も
、
そ

寛

後
漢

寛

（
一
三
）

れ
を
取
り
締
ま
ら
ず
に
利
用
す
る

『

』
堯
典
の
「

」
を
典
拠
と
す
る
「

」
治
は
、
歴
代
皇
帝
の
詔
や
地
方
官
の
統
治

。

尚
書

五
教
在
寛

寛

の
評
価
に
「

」
が
頻
出
す
る
よ
う
に
、

の
支
配
の
理
想
型
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
劉
表
と
同
様
に
「

」
治
を
行
っ
た
袁
紹
を
、

寛

後
漢

寛

（
一
四
）

漢
末
、
政

寛
に
失
す
も

（
袁
）
紹
は
寛
を
以
て
寛
を
済
は
ん
と
す
、
故
に
摂

三
国
志

巻
十
四

曹
操
を
幕
僚
で
あ
る
郭
嘉
が
「

ず

（

』

、

」
『

『
傅
子

）
と
批
判
す
る
よ
う
に

「

」
治
は
、
も
は
や
そ
の
有
効
性
を
失
っ
て
い
た
。
劉
表
を
評
価
し
な
か
っ
た
者
は
、

郭
嘉
伝
注
引

寛

』

、

だ
け
で
は
な
い
。

が
「

、

「

、

が
「

」
で
は
な
い
、
と
評
し
た
よ
う

諸
葛
亮

和
洽

昏
世
の
主

裴
潜
が

霸
王
の
才
に
非
ず

杜
襲

撥
乱
の
主

」

」

に
（

三
國
志
』

、
劉
表
を
主
と
な
す
に
足
ら
ぬ
人
物
と
考
え
る
者
は
多
か
っ
た
。

『

）

巻
二
十
三

和
洽
伝
・
裴
潜
伝
・
杜
襲
伝

こ
う
し
た

と
劉
表
と
の
距
離
感
を
「

」
劉
備
が
見
逃
す
は
ず
は
な
い
。
劉
備
は
、

の
一
族
と
称
す
る
も
の
の
、
実
態
は

諸
葛
亮

梟
雄

漢
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武
力
だ
け
を
頼
り
に
群
雄
の
間
を
転
々
と
す
る
傭
兵
隊
長
に
過
ぎ
ず
、
当
時
は
荊
州
牧
劉
表
の
客
将
と
な
っ
て
い
た
。
そ
の
間
、
劉
備
は

徐
州
に
迎
え
ら
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
曹
操
が
虐
殺
を
繰
り
広
げ
た
直
後
の
徐
州
で
あ
る
。

は
、

の
歌
謡
で
あ
る
「

」

諸
葛
亮

斉

梁
父
吟

を
口
ず
さ
み
、
自
ら
を

に
比
し
て
い
た
と
い
う
（

』

。
両
者
と
も

、
つ
ま
り
徐
州
と
深

管
仲
・
楽
毅

三
国
志

巻
三
十
五

諸
葛
亮
伝

斉

『

）

い
関
わ
り
を
持
つ
人
士
で
あ
る
。
徐
州
へ
の
思
い
は
深
い
。
虐
殺
後
の
徐
州
に
選
ば
れ
た
支
配
者
、
劉
備
に

も
強
い
関
心
を
持
っ

諸
葛
亮

た
で
あ
ろ
う
。

と
す
る
「
せ
め
ぎ
あ
い
」
に
よ
り
、
三
顧
の
礼
を
尽
く
さ
せ
ら
れ
た
劉
備
は
、

を
集
団
に
迎
え
る
。
こ
の
の
ち
劉

徐
庶
を
仲
介

諸
葛
亮

（
一
五
）

備
は
、

南
部
を
根
拠
地
と
し
て
初
め
て
確
保
し
、

（
蜀
）
に
入
っ
て

政
権
を
建
国
す
る
。
つ
ま
り
、
三
顧
の
礼
を
通
じ
て

荊
州

益
州

蜀
漢

劉
備
は
、

を
中
核
と
す
る
傭
兵
集
団
か
ら

「
名
士
」
を
中
核
に
据
え
る
集
団
へ
と
組
織
を
再
編
す
る
こ
と
に
よ
り
、
地
域

関
羽
・
張
飛

、

支
配
を
安
定
さ
せ
て
根
拠
地
を
確
保
し
、
つ
い
に
は
政
権
を
樹
立
し
た
の
で
あ
る

「
水
魚
の
交
わ
り
」
と
い
う
言
葉
は
、
こ
う
し
た
集

。

関
羽
・
張
飛

諸
葛
亮

団
の
変
容
に
不
満
を
持
つ

へ
の
言
い
訳
で
あ
る
。
魚
に
水
が
必
要
な
よ
う
に
、
集
団
に
「
名
士
」
を
欠
く
劉
備
は
、

を
必
要
と
し
た
の
で
あ
る
。

三
顧
の
礼
に
よ
り
集
団
で
の
厚
遇
を
約
束
さ
れ
た

は
、
劉
備
に
出
仕
す
る
。
も
ち
ろ
ん
「

」
の
復
興
の
た
め
で
あ
る
。
劉
氏

諸
葛
亮

漢

に
よ
る
支
配
と
「

」
治
、

の
儒
教
が
正
当
化
し
た
二
つ
の
価
値
観
の
中
で
、

は
前
者
を
再
建
す
る
た
め
に
、
後
者
を
拒
否

寛

後
漢

諸
葛
亮

し
た
の
で
あ
る
。

二
、
臥
龍
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諸
葛
亮

荊
州

荊
州
学

司
馬
徽
・
龐
徳

劉
備
に
迎
え
ら
れ
る
以
前
、

は

で
「
襄
陽
グ
ル
ー
プ
」
に
属
し
な
が
ら

「

」
を
学
ん
で
い
た
。

、

公

諸
葛

を
指
導
者
と
仰
ぐ
「
襄
陽
グ
ル
ー
プ
」
は
、
劉
表
と
は
一
線
を
画
し
な
が
ら
も
、
襄
陽
に
規
制
力
を
持
つ
「
名
士
」
の
集
団
で
、

な
ど
が
そ
の
構
成
員
で
あ
る
。
劉
備
が

に
三
顧
の
礼
を
尽
く
し
た
理
由
は
、
こ
の
襄

亮
・
龐
統
・
馬
良
・
徐
庶
・
崔
州
平
・
孟
建

諸
葛
亮

陽
グ
ル
ー
プ
を
構
成
す
る
「
名
士
」
に
自
分
を
売
り
込
む
目
的
も
含
ま
れ
て
い
た
。

（
一
六
）

諸
葛
亮

荊
州
学

宋
忠
・
綦
母
闓

荊
州

が
学
ん
だ

と
は
、
劉
表
に
仕
え
た

を
中
心
と
し
な
が
ら
、
司
馬
徽
な
ど
在
野
の
学
者
を
も
含
ん
で

に
成
立
し
た
新
し
い
儒
教
で
あ
る
。

は
、

「
儒
教
国
家
」
を
代
表
す
る

の

に
対
す
る
最
初
の
異
議
申
し
立
て
で
、

荊
州
学

後
漢

鄭
玄

経
学

経
学

三
礼

周
礼

経

鄭
玄

春
秋
左
氏

魏
晉

の
先
駆
け
と
も
な
っ
た
。
そ
の
内
容
は
、

、
就
中
『

』
に
よ
り
諸

を
体
系
化
し
た

に
対
し
て

『
、

伝

経
学

諸
葛
亮

荊
州
学

尹
黙

三
国

』
を

の
中
心
に
位
置
づ
け
る
と
こ
ろ
に
特
徴
を
持
つ
。

と
同
様
、

を
学
ん
だ

の
学
問
に
つ
い
て

『
、

（
一
七
）

』

に
は
、

志

巻
四
十
二

尹
黙
伝

益
部

多
く
今
文
を
貴
び
て
章
句
を
崇
ば
ず

（
尹
）
黙

其
の
博
か
ら
ざ
る
を
知
り
て
、
乃
ち
遠
く
荊
州
に
游
び
、
司
馬
徳
操
・
宋

。

仲
子
ら
に
古
学
を
受
く
。
皆

諸
経
史
に
通
ず
。
又

左
氏
春
秋
に
専
精
し
、
劉
歆
の

例
よ
り
、
鄭
衆
・
賈
逵
父
子
・
陳
元
・
服
虔

條

の
注
説
、
咸

略
ぼ
誦
述
し
、
復
た
本
を
按
ぜ
ず
。

と
あ
る
。

が
多
く
の

を
兼
修
す
る

で

『

』
を
そ
の
中
心
と
す
る
こ
と
、
多
く
の
注
釈
を
学
び
な
が
ら

荊
州
学

経
典

古
文
学

春
秋
左
氏
伝

、

も
、

注
は
取
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
理
解
で
き
よ
う
。

も

『

』

『

』
に
、

鄭
玄

諸
葛
亮

三
国
志

巻
三
十
五

諸
葛
亮
伝
注
引
郭
沖

五
事

、

吾

武
を
統
べ
て
師
を
行
る
に
、
大
信
を
以
て
本
と
爲
す
。
原
を
得
て
信
を
失
ふ
は
、
古
人
の
惜
む
所
な
り
。
去
る
者
は
束
装
し
て

以
て
期
を
待
ち
、
妻
子
は
鶴
望
し
て
日
を
計
る
。
征
難
に
臨
む
と
雖
も
、
義
の
廃
せ
ざ
る
所
な
り
。

と
あ
る
よ
う
に

『

』

の
「
原
城
」
の
事
例
を
典
拠
に
し
て
兵
士
の
交
替
を
実
行
し
て
い
る
。

で
学

、

春
秋
左
氏
伝

僖
公
二
十
五
年

荊
州
学

ん
だ
『

』
を
実
際
の
政
治
の
場
に
生
か
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

春
秋
左
氏
伝
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ま
た
、

は
、
実
践
を
尊
ぶ

の
儒
教
の
潮
流
を
受
け
、
儒
教
を
「

」
に
役
立
て
る
こ
と
も
重
視
し
て
い
た
。

荊
州
学
で

後
漢
末

経
世
済
民

（
一
八
）

『

』

『

』
に
、

三
国
志

巻
三
十
五

諸
葛
亮
伝
注
引

襄
陽
記

劉
備

世
事
を
司
馬
徳
操
に
訪
ぬ
。
徳
操
曰
く

「
儒
生
・
俗
士
、
豈

時
務
を
識
ら
ん
や
。
時
務
を
識
る
者
は
俊
傑
に
在
り
。
此
の

、

間

自
ず
か
ら
伏
龍
・
鳳
雛
あ
り
」
と
。
備

問
ふ
に

「
誰

爲
ら
ん
や
」
と
。
曰
く

「
諸
葛
孔
明
・
龐
士
元
な
り
」
と
。

、

、

と
あ
る
。

お
よ
び
「
襄
陽
グ
ル
ー
プ
」
の
指
導
者
的
立
場
に
あ
っ
た
司
馬
徽
は
、
彼
ら
自
身
を
単
な
る
学
者
と
は
峻
別
し
、
時
務

荊
州
学

を
識
る
「
俊
傑
」
と
位
置
づ
け
る
。
そ
の
司
馬
徽
か
ら
次
代
を
担
う
「
名
士
」
と
の
意
味
で

「

（
あ
る
い
は

、
ま
だ
世
に
現

、

伏
龍

臥
龍

れ
て
い
な
い
龍

」
と
評
価
さ
れ
た
者
が

な
の
で
あ
る
。
同
学
の
者
が

の
章
句
に
夢
中
と
な
る
の
に
反
し
て
、

は
大

）

諸
葛
亮

経
典

諸
葛
亮

ま
か
な
意
味
を
知
る
に
止
め
て
い
た
と
い
う
（

』

引
『

。
重
要
な
こ
と
は
、

の
指
し
示
す

『

』
）

三
国
志

巻
三
十
五

諸
葛
亮
伝
注

魏
略

経
典

理
想
を
実
現
す
る
こ
と
に
あ
る
。
受
験
勉
強
の
よ
う
な
細
か
な
知
識
の
暗
記
に
は
無
い
の
だ
。

と
並
び

「

（
ま
だ
世
に
飛

諸
葛
亮

鳳
雛

、

帝
王
の
秘
策

三
国
志

巻

び
立
た
な
い
鳳

」
と
司
馬
徽
に
評
さ
れ
て
い
た
龐
統
が

「

」
を
好
ん
で
論
じ
た
の
も
そ
の
た
め
で
あ
る
（

』

）

、

『

注
引
『

。

も
常
に
、
自
ら
を

に
比
し
た
よ
う
に
、
国
家
の
経
営
を
抱
負
と
し
て
い
た
。
劉

三
十
七

龐
統
伝

呉
録

諸
葛
亮

管
仲
や
楽
毅

』
）

備
に
出
仕
し
て
赤
壁
の
戦
の
経
、
入
蜀
し
て

政
権
を
主
体
的
に
樹
立
し
た

は

「

」
の
理
想
を
実
現
す
る
た
め
、

蜀
漢

諸
葛
亮

経
世
済
民

、

い
か
な
る
政
策
を
展
開
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

三
、
泣
い
て
馬
謖
を
斬
る

劉
備
の
入
蜀
に
際
し
て
、
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
者
は
、
法
正
で
あ
っ
た
。

を
守
備
す
る

が
、
信
頼
を
持
っ
て
入
蜀
に

荊
州

諸
葛
亮
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同
行
さ
せ
た
「
鳳
雛
」
龐
統
は
、
羽
ば
た
く
こ
と
な
く
流
れ
矢
に
よ
り
生
涯
を
閉
じ
た
。
蜀
の
平
定
後
、
法
正
は

の
厳
格
な
政
治

諸
葛
亮

を
批
判
し
、
法
刑
を
緩
め
る
こ
と
を
勧
め
た

『

』

『
五
事
』
に
、

。

三
国
志

巻
三
十
五

諸
葛
亮
伝
注
引
郭
沖

亮
の
刑
法

峻
急
に
し
て
、
百
姓
を
刻
剥
し
、
君
子
・
小
人
よ
り
咸

怨
歎
を
懐
く
。
法
正

諫
め
て
曰
く

昔

高
祖

関
に
入
る

、
「

や
、
法
三
章
を
約
し
、
秦
の
民

徳
を
知
る
。
今

君

威
力
を
仮
借
し
、
一
州
に
跨
据
し
、
初
め
て
其
の
国
を
有
つ
も
、
未
だ
恵
撫

」
と
。

を
垂
れ
ず
。
且
つ
客
主
の
義
、
宜
し
く
相
降
下
す
べ
し
。
願
は
く
ば
刑
を
緩
め
禁
を
弛
め
、
以
て
其
の
望
を
慰
め
ん

と
あ
る
。
法
正
が
主
張
し
た
も
の
は
、

「
儒
教
国
家
」
で
行
な
わ
れ
て
き
た
「

」
治
で
あ
る
。

は
、
こ
れ
に
強
く
反
論
す

後
漢

寛

諸
葛
亮

る

『

』

『
五
事
』
に
続
け
て
、

。

三
国
志

巻
三
十
五

諸
葛
亮
伝
注
引
郭
沖

君
は
其
の
一
を
知
り
て
、
未
だ
其
の
二
を
知
ら
ず
。
秦
は
無
道
を
以
て
、
政
は
苛
し
く
民
は
怨
み
、
匹
夫

大
呼
し
、
天
下

土
崩

す
。
高
祖

之
に
因
ら
ば
、
弘
済
を
以
て
す
べ
し
。
劉
璋
は
暗
弱
、
焉
よ
り
以
来
、
累
世
の
恩
有
り
。
文
法

羈
縻
す
る
も
、
互
ひ
に

相
承
奉
し
、
徳
政

挙
が
ら
ず
、
威
刑

粛
ま
れ
ず
。
之
を
寵
む
に
位
を
以
て
し
、
位

極
す
れ
ば
則
ち
賎
し
み
、
之
を
順
ふ
る
に
恩

を
以
て
し
、
恩

竭
れ
ば
則
ち
慢
る
。
弊
を
致
す
所
以
は
、
実
に
此
れ
に
由
る
。
吾

今

之
を
威
す
る
に
法
を
以
て
し
、
法

行
は
れ

ば
則
ち
恩
を
知
り
、
之
を
限
る
に
爵
を
以
て
し
、
爵

加
は
れ
ば
則
ち
栄
を
知
る
。
恩
栄

並
び
済
り
て
、
上
下

節
有
り
。
治
を
爲

す
の
要
、
斯
に
於
て
か
著
は
れ
ん
。

と
あ
る
。

は
、

政
権
の
惰
弱
な
支
配
に
慣
れ
き
っ
た
蜀
を
統
治
す
る
た
め
に
は
、
法
が
必
要
で
あ
る
と
主
張
す
る
。

諸
葛
亮

劉
焉
・
劉
璋

そ
の
際
、
劉
焉
・
劉
璋
政
権
へ
の
批
判
の
論
拠
と
な
っ
て
い
る

「

」
と
い
う
用
語
は
、

の

、

徳
政

挙
が
ら
ず
、
威
刑

粛
ま
れ
ず

荊
州
学

最
重
要
視
し
た
経
典
で
あ
る
『
春
秋
左
氏
傳
』
の
隱
公

傳
十
一
年
傳
に
、

君
子
謂
ふ
「
鄭
の

公
、
政
刑
を
失
ふ
。
政
は
以
て
民
を
治
め
、
刑
は
以
て
邪
を
正
す
も
の
な
り
。
既
に
徳
政

無
く
、
又

威
刑

莊

無
し
。
是
を
以
て
邪
に
及
べ
り
。
邪
に
し
て
之
を
詛
ふ
と
も
、
将

何
の
益
か
あ
ら
ん
」
と
。
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と
あ
る
記
述
を
典
拠
と
す
る
。

は
、
自
己
の
価
値
基
準
の
中
核
に
『

』
を
置
い
て
、
劉
焉
・
劉
璋
政
権
の
政
治
運
営

諸
葛
亮

春
秋
左
氏
伝

を
批
判
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
自
ら
が
行
う
政
治
の
価
値
基
準
も

『

』
に
求
め
た
と
考
え
て
よ
い
。

、

春
秋
左
氏
伝

そ
れ
で
は

『

』
は
ど
の
よ
う
な
支
配
を
正
当
と
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
混
乱
期
の
政
治
形
態
と
し
て

『

』

、

、

春
秋
左
氏
伝

春
秋
左
氏
伝

が
正
当
視
す
る
も
の
は
「
猛
」
政
で
あ
る
。
王
符
ら

末
か
ら

時
代
に
か
け
て
の
儒
者
は
、
多
く
「
猛
」
政
を
主
張
し
て
い
た
。

後
漢

三
国

（
一
九
）

『
春
秋
左
氏
傳
』

傳
二
十
年
に
、

昭
公

仲
尼
曰
く

「
善
き
か
な
。
政

寛
な
れ
ば
則
ち
民

慢
。
慢
な
れ
ば
則
ち
之
を
糾
す
に
猛
を
以
て
す
。
猛
な
れ
ば
則
ち
民

残
。
残
な

、

れ
ば
則
ち
之
に
施
す
に
寛
を
以
て
す
。
寛

以
て
猛
を
済
ひ
、
猛

以
て
寛
を
済
は
ば
、
政

是
を
以
て
和
す
」
と
。

寛

後

と
あ
り
、
孔
子
の
言
と
し
て

「

」
な
る
政
治
が
弛
緩
し
た
場
合
に
は

「
猛
」
政
に
よ
り
こ
れ
を
糾
す
べ
き
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。

、

、

「
儒
教
国
家
」
の
「

」
治
が
弛
緩
し
た
今
こ
そ

「
猛
」
政
を
推
進
す
べ
き
で
あ
る

『

』
を
重
視
す
る

を
学
ん

漢

寛

春
秋
左
氏
伝

荊
州
学

、

。

だ

は

「
寛
」
治
に
よ
り
弛
緩
し
た
益
州
の
支
配
を
再
建
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

諸
葛
亮

、

劉
備
が
崩
じ
て

が
即
位
す
る
と
、

は

と
し
て
、
政
治
の
全
権
を
掌
握
し
た
。

の
厳
格
な
統
治
に

劉
禅

諸
葛
亮

丞
相
・
録
尚
書
事

諸
葛
亮

後
漢

寛

諸
葛

対
し
て
、
恩
赦
を
惜
し
ん
で
い
る
と
の
批
判
が
挙
が
る
。

時
代
の
「

」
治
で
は
、
恩
赦
が
多
く
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

は
、
先
帝
の
言
葉
を
引
き

「
赦
」
の
濫
発
は
決
し
て
政
治
に
益
の
な
い
こ
と
を
述
べ
る

『

』

に
、

亮

華
陽
国
志

巻
七

劉
後
主
志

、

。

世
を
治
む
る
に
は
大
徳
を
以
て
し
、
小
恵
を
以
て
せ
ず
。
故
に
匡
衡
・
呉
漢
は
赦
を
為
す
を
願
は
ず
。
先
帝
も
亦
た
言
ふ

吾

陳

、「

元
方
・
鄭
康
成
の
間
に
周
旋
し
、
毎
に
啓
告
せ
ら
れ
、
治
乱
の
道

備
は
る
も
、
曽
て
赦
を
語
ら
ざ
る
な
り

劉
景
升
・
李
玉

」
と
。

父
子
の
若
き
は
、
歳
歳

赦
宥
す
る
も
、
何
ぞ
治
に
益
せ
ん
。

と
あ
る
。

に
依
れ
ば
、
先
帝
劉
備
は
若
い
こ
ろ
陳
紀
・

か
ら
教
え
を
受
け
た
が
、
恩
赦
を
語
っ
た
こ
と
は
な
い
と
い
う
。

諸
葛
亮

鄭
玄

（
二
〇
）

大
赦
の
よ
う
な
「

」
治
は
、
堕
落
を
招
く
だ
け
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
劉
備
は
死
去
に
際
し
て
、

に
史
書
の
『

・

の

寛

劉
禅

漢
書

経
典

』

（
二
一
）
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『

』
と
と
も
に
、
兵
法
書
の
『

・
法
家
の
『

』
を
学
ぶ
よ
う
遺
言
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、

が
自
ら
書
き
写
し

礼
記

六
韜

商
君
書

諸
葛
亮

』

た
も
の
の

に
送
る
途
中
で
亡
失
し
た
と
す
る
法
家
の
『

『

』
な
ど
を
自
ら
求
め
て
学
ぶ
必
要
性
を
も

に
言
い
遺

劉
禅

申
子

韓
非
子

劉
禅

』

し
て
い
る
（

』

『

。

『

』
）

三
国
志

巻
三
十
二

先
主
伝
注
引

諸
葛
亮
集

『

』
の
「

」
を
典
拠
と
す
る
「
猛
」
政
は
、
具
体
的
な
政
治
の
場
で
は
法
刑
の
重
視
と
な
っ
て
顕
在
化
す
る
。

春
秋
左
氏
伝

寛
猛
相
済

寛

後
漢

今
文
学

後
漢

古

し
か
し

「

」
治
を
正
当
化
し
て
い
た

の

は
、
法
制
の
整
備
に
熱
心
と
は
言
い
難
か
っ
た
。

後
期
以
降
の
在
野
の

、
の
儒
者
が
法
刑
の
必
要
性
を
説
い
て
い
く
な
か
で
、
最
終
的
に
鄭
玄
が
律
の
章
句
を
著
し
、
そ
れ
が
西
晋
時
代
に
利
用
さ
れ
た
こ
と

文
学

は

「
猛
」
政
に
向
け
て
の
儒
教
の
内
発
的
な
展
開
を
象
徴
す
る
。

が
、
法
家
の
『
申
子

『
韓
非
子
』
を
劉
禅
に
学
ば
せ
よ
う
と

、

』

諸
葛
亮

（
二
二
）

し
た
の
は
、
法
刑
の
充
実
を
法
家
の
思
想
に
求
め
た
だ
け
で
あ
っ
て
、
周
一
良
〈
一
九
七
四
〉
の
如
く
、
こ
れ
を
以
て

を
法
家
思

諸
葛
亮

想
の
信
奉
者
な
ど
と
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

『

』
に
基
づ
く
「
猛
」
政
を
推
進
す
る
便
法
と
し
て
法
家
思
想
を
尊
重
す
る
一
方
で
、

は
、
自
ら
法
令
を
編
纂
し

春
秋
左
氏
伝

諸
葛
亮

た

「
蜀
科
」
で
あ
る
。
「
蜀
科
」
の
編
纂
に
携
わ
っ
た
者
は
、

で
あ
り

「

」
治
を
主
張
し
て

。

、

諸
葛
亮
・
法
正
・
劉
巴
・
李
厳
・
伊
籍

寛

（
二
三
）

い
た
法
正
を
あ
え
て
加
え
た
ほ
か
は
、
す
べ
て
荊
州
出
身
と
い
う
共
通
性
を
持
つ
（

』

。

を
背
景

『

）

三
国
志

巻
三
十
八

伊
籍
伝

荊
州
学

と
し
な
が
ら

「
蜀
科
」
と
い
う
法
典
が
編
纂
さ
れ
た
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

、

「
猛
」
政
に
よ
り
内
政
を
整
え
た

は
、
曹
魏
へ
の
北
伐
を
行
う
が
、
馬
謖
の
命
令
違
反
に
よ
り

で
敗
れ
た
。
軍
法
を
犯
し

諸
葛
亮

街
亭

た
馬
謖
を
泣
い
て
斬
っ
た
と
き

は

『

』

に
、

諸
葛
亮

三
国
志

巻
三
十
五

諸
葛
亮
伝

、

（
諸
葛
亮
、
馬
）
謖
を
戮
し
て
以
て
衆
に
謝
す
。
上
疏
し
て
曰
く

臣

弱
才
を
以
て
、
叨
に
拠
る
に
非
ざ
る
を

み
、
親
ら
旄
鉞

、「

竊

を
秉
り
て
以
て
三
軍
を

す
。
章
を
訓
へ
法
を
明
ら
か
に
す
る
能
は
ず
、
事
に
臨
ん
で

れ
、
街
亭
に
命
に
違
ふ
の
闕
、
箕
谷
に
戒

厲

懼

め
ざ
る
の
失
有
る
に
至
る
。
咎
は
皆

臣
の
授
任

方
無
き
に
在
り
。
臣
の
明

人
を
知
ら
ず
、
事
を
恤
む
る
に
闇
多
し
。
春
秋
に
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『

』
と
。

」
と
。

帥
を
責
む

臣
の
職

之
に
当
る
。
請
ふ
ら
く
は
自
ら
三
等
を
貶
し
て
、
以
て
厥
の
咎
を
督
さ
ん

と
、
自
ら
も
三
等
降
格
し
て

と
な
っ
た
。
そ
の
際
、
典
拠
と
し
た
春
秋
と
は

『

』

に
、

右
将
軍

春
秋
左
氏
伝

宣
公

伝
十
二
年

、

韓
献
子

桓
子
に
謂
ひ
て
曰
く

子
、
偏
師
を
以
て
陥
ら
ば
、
子
の
罪

大
な
り
。
子

元
帥
爲
り
。
師

命
を
用
ひ
ざ
る
は
誰
の

、
「
彘

」
と
。

罪
ぞ
や
。
属
を
失
い
師
を
亡
は
ば
、
罪
爲
る
こ
と
已
だ
重
し
…
…

と
あ
る
も
の
を
指
す
。
こ
こ
に

が
「
猛
」
政
の
典
拠
で
あ
る
『

』
を
基
準
と
し
て
、
法
理
論
を
構
築
し
て
い
る
こ
と

諸
葛
亮

春
秋
左
氏
伝

を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
冨
谷
至
に
よ
れ
ば
、
儒
教
の
礼
典
の
条
文
を
法
源
に
し
て
、
晋
律
は
構
成
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
か
か
る
儒
教

（
二
四
）

を
基
礎
に
し
た
律
の
形
成
を
推
進
し
た
も
の
が
「

」
政
の
尊
重
で
あ
り
、

の
法
刑
の
重
視
は
、
こ
う
し
た
儒
教
の
内
発
的
な
展

猛

諸
葛
亮

開
の
一
事
例
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

器
能
を
尽
く
せ
る
に
服
す

四
、

諸
葛
亮

益
州

巻
四
十
一

楊
洪

西
土

咸

諸
葛
亮
の
能

の
厳
格
で
は
あ
る
が
、
公
正
な
支
配
を

は
受
け
入
れ
た

『
三
國
志
』

傳
に

「

。

、

」
と
あ
り
、

の
支
配
に
対
す
る

称
賛
を
伝
え
て
い
る
。
支
配
へ
の
支
持
は
、

く
時
人
の
器
用
を
尽
く
せ
る
に
服
す
る
な
り

諸
葛
亮

益
州
の

を
中
心
と
す
る

「
名
士
」
の
集
団
に

人
士
を
組
み
込
み
、

「
名
士
」
社
会
を
形
成
し
な
が
ら
、

人
士
を
政
権

諸
葛
亮

荊
州

益
州

蜀
漢

益
州

の
要
職
に
抜
擢
し
て
い
く
人
事
政
策
の
成
功
の
ほ
か
、

豪
族
の
既
得
権
を
侵
害
し
な
い
た
め
の
南
中
統
治
な
ど
経
済
面
で
の
配
慮
も

益
州

理
由
と
す
る
。
そ
う
し
た

の
統
治
の
持
つ
多
面
的
な
要
素
の
中
か
ら
、
こ
こ
で
は
、

が

の
儒
教
に
ど
の
よ
う
な
対
応

諸
葛
亮

諸
葛
亮

益
州

（
二
五
）

を
し
た
の
か
に
問
題
を
限
定
し
て
、

と
の
関
係
を
考
察
し
た
い
。

益
州
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の
伝
統
的
な
儒
教
は
「

」
と
呼
ば
れ
、

に
始
ま
る
讖
緯
の
学
を
そ
の
中
心
的
な
学
問
内
容
と
す
る
。
讖
緯
の
学
と

益
州

蜀
学

楊
春
卿

楊
春
卿

董
扶
・
任

は
、
神
秘
主
義
的
な
儒
教
で
あ
り
、
未
来
の
予
言
を
記
す
緯
書
の
解
釈
を
重
視
す
る
。

の
孫
、
楊
厚
の
門
生
と
し
て
、

（
二
六
）

に
次
ぐ
名
声
を
持
っ
て
い
た

は
、

の
成
立
以
前
に

『

』

に
、

安

周
舒

蜀
漢

三
国
志

巻
四
十
二

周
羣
伝

、

時
人

問
ふ
も
の
有
り

春
秋
讖
に
曰
く

漢
に
代
は
る
者
は
当
塗
高
な
り

此
れ
何
の
謂

周
）
舒
曰
く

当

、

、

。

、

「

『

』
と
。

ぞ
」
と

（

「

」
と
。

。

塗
高
と
は
、
魏
な
り

郷
党
の
学
者

私
か
に
其
の
語
を
伝
ふ

と
あ
る
よ
う
に
、

に
代
わ
る
も
の
を
魏
で
あ
る
と
予
言
し
て
い
た
と
い
う
。
か
か
る
予
言
こ
そ

の
特
徴
で
あ
り
、
こ
の
文
言
が
伝

漢

蜀
学

え
ら
れ
る
蜀
で
「

」
と
い
う
意
味
の
「

」
を
建
国
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、

の
統
治
は
困
難
が
予
想
さ
れ
よ
う
。

末
っ
子
の
漢

季
漢

諸
葛
亮

話
は
遡
る
。
劉
備
が
入
蜀
し
て
劉
璋
を
打
倒
し
、

「
名
士
」
や
豪
族
の
既
得
権
を
保
護
す
る
と
、

の
構
成
員
も
多
く
劉
備
政

益
州

蜀
学

権
に
参
加
し
た
。

を
取
っ
て
勢
力
を
拡
大
す
る
中
、
曹
魏
に
よ
り

が
殺
害
さ
れ
た
と
い
う
誤
報
が
伝
え
ら
れ
る
と
、

は
瑞

漢
中

献
帝

蜀
学

祥
の
発
生
を
言
い
、
劉
備
の
即
位
を
正
当
化
す
る
緯
書
を
捏
造
す
る

『

』

に
、

。

三
国
志

巻
三
十
二

先
主
伝

故
に
議
郎

陽
泉
侯
の
劉
豹

青
衣
侯
の
向
挙

偏
将
軍
の
張
裔
・
黄
権
、
大
司
馬
属
の
殷
純
、
益
州
別
駕
従
事
の
趙

治
中
従

・

、

、

･

、

事
の
楊
洪
、
従
事
祭
酒
の
何
宗
、
議
曹
従
事
の
杜
瓊
、
勧
学
従
事
の
張
爽
・
尹
黙
・
譙
周
ら
上
言
す
る
に

臣
聞
く
な
ら
く

河

、「

『
、

図
洛
書
、
五
経
讖
緯

験
応
は
自
ら
遠
し

謹
み
て
洛
書
甄
曜
度

案
ず
る
に
曰
く

赤
は
三

は
、
孔
子
の
甄
か
に
す
る
所
、

』
と
。

を

『
、

ふ
か

日
、
徳

九
世
に
昌
ん
に
し
て
、
備
に
会
ひ
合
し
て
帝
際
と
爲
る

洛
書
宝
号
命
に
曰
く

天
は
帝
道
を
度
し

備

皇
を
称

』
と
。

『

、

、

統
を
以
て
契
を
握
り
、
百
成
し
て
敗
れ
ず

洛
書･
運
期
に
曰

九
侯
七
傑

命
を
争
ひ
て
民

炊
骸
し

道
路

籍
籍

す
。

』
と
。

く

『

、

、

』
と
。

『

』

人
頭
を
履
む
。
誰
ぞ

主
者
と
せ
し
む
。
玄

且
に
来
た
ら
ん

孝
経
鉤
命
決･

に
曰
く

帝

三
建
し
、
九
に
備
に
会
ふ

、

臣
〔
巨
〕
の
父
た
る
羣
は
未
だ
亡
ぜ
ざ
る
時
に
言
ふ

西
南
に
数
し
ば
黄
気
有
り
、
直
立
す
る
こ
と
数
丈
、
見
れ
来
る
こ
と

と
。

『
、

（
二
七
）

り

。
…
…
』
と
」
と
。

積
年
、
時
時

景
雲
祥
風
の
璿
璣
よ
り
下
り
来

て
之
に
応
ず
る
有
り
、
此
れ
異
瑞
為
り
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洛
書
甄
曜
度

続
漢
書

志
七

祭
祀
上

封
禅

雒
書
甄
曜
度
に
曰
く

赤
は
三
た

と
あ
る
。
掲
げ
ら
れ
た
緯
書
の
う
ち

『

』
は

『

』

に

「

『

、

、

、

、

』
と
」
と
あ
る
よ
う
に
、
本
来
は

の
た
め
の
緯
書

び
徳

九
世
に
昌
ん
に
し
て
、
修
に
会
ひ
符
合
し
て
帝
際
す
。
勉
め
刻
み
て
封
ず

後
漢

孝
経
鉤
命
決

を

「
修
」
の
字
を
「
備
」
に
代
え
る
こ
と
に
よ
り
、
劉
備
の
受
命
を
正
当
化
す
る
緯
書
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
同
様
に

『

、

、

･
続
漢
書

志
七

祭
祀
上

封
禅

孝
経
鉤
命
決
に
曰
く

予

誰
か
行
は
ん
。
赤
劉

帝
を
用
ふ
る
に
、
三
た
び
孝
を
建

』
も

『

』

に

「

『

、

、

、

』
と
」
と
あ
り

「
修
」
を
「
備
」
に
代
え
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
さ
ら

て
、
九
に
修
に
会
ひ
、
専
茲
竭
行
し
て
岱
青
に
封
ず

、

（
二
八
）

に
、
周
羣
が
す
で
に
劉
備
の
即
位
を
予
言
し
て
い
た
こ
と
を
上
奏
す
る
こ
と
に
よ
り
、

は

政
権
に
迎
合
し
、
劉
備
の
支
配
を
正

蜀
学

蜀
漢

当
化
す
る
た
め
の
緯
書
を
提
供
し
た
の
で
あ
る
。

政
権
側
も
こ
れ
に
応
え

『

』
を
尊
重
す
る
こ
と
に
お
い
て

の
官
学
で
あ
っ
た

に
よ

蜀
漢

春
秋
公
羊
伝

蜀
学
を
包
含
す
る
後
漢

今
文
学

、

益
州

許
靖

五
教
在
寛

尚
書

三

り
、

に
接
し
よ
う
と
し
た
。

を
太
尉
に
任
命
す
る
詔
に
は

「

」
と
い
う
『

』
堯
典
の
理
念
が
掲
げ
ら
れ
（

、

『

国
志

巻
三
十
九

許
靖
伝

母
以
子
貴

春
秋
公
羊
伝

三
国
志

巻

』

、
甘
皇
后
の
追
尊
に
は

「

」
と
い
う
『

』
の
論
理
が
援
用
さ
れ
た
（

』

）

、

『

。
し
か
し
、

の
こ
ろ
か
ら

か
ら
魏
へ
の
王
朝
交
替
を
語
り
継
ぐ

の
伝
統
と

政
権
と
は
、
何
の

三
十
四

先
主
甘
皇
后
伝

周
舒

漢

蜀
学

蜀
漢

）
（
二
九
）

矛
盾
も
な
く
相
互
理
解
を
行
い
得
た
わ
け
で
は
な
い
。
張
裕
は
劉
備
に
逆
ら
い
、
そ
の
没
年
を
予
言
し
た
た
め
、

の
諫
止
を
押
し

諸
葛
亮

切
っ
た
劉
備
に
処
刑
さ
れ
た
（

』

。
劉
備
が

と
戦
お
う
と
し
た
際
、
天
の
時
に
利
が
な
い

『

）

三
国
志

巻
四
十
二

周
羣
伝
附
張
裕
伝

孫
呉

こ
と
を
述
べ
、
東
征
を
止
め
よ
う
と
し
た
秦
宓
は
、
劉
備
に
よ
り
投
獄
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
（

』

。

『

）

三
国
志

巻
四
十
二

秦
宓
伝

劉
備
の

へ
の
弾
圧
を
い
ず
れ
も

が
止
め
て
い
る
よ
う
に
、

は

を
尊
重
す
る
立
場
を
取
っ
た
。

が
学
ん

蜀
学

諸
葛
亮

諸
葛
亮

蜀
学

諸
葛
亮

だ

は

『

』
を
中
心
と
す
る
う
え
、
讖
緯
の
学
を
否
定
す
る
た
め
、

と
は
経
義
と
し
て
は
対
抗
関
係
と
な
る
。

荊
州
学

春
秋
左
氏
伝

蜀
学

、

（
三
〇
）

諸
葛
亮

別
駕
従
事

董
扶
・
任
安

蜀
学

そ
れ
で
も
、

は
、
劉
備
の
死
後
、
秦
宓
を
登
用
し
て
丞
相
府
の

と
な
し
、
秦
宓
に

の
人
物
を
尋
ね
て

の
復
興
に
心
を
砕
い
た
（

三
國
志
』

『

舊
傳

。
ま
た
、
劉
備
親
政
期
に
は

「
聾
」
と
称
し
て
出
仕

『

』
）

、

巻
三
十
八

秦
宓
伝
注
引

益
部
耆
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し
な
か
っ
た
杜
微
に
対
し
て
、

は

『
三
國
志
』

に
、

諸
葛
亮

巻
四
十
二

杜
微
伝

、

徳
行
を
服
聞
し
、
飢
渇
し
て
歴
時
す
。
清
濁

流
を
異
に
し
、
咨
覯
に
縁
る
無
し
。
王
元
泰
・
李
伯
仁
・
王
文
儀
・
楊
李
休
・
丁
君

幹
・
李
永
南
兄
弟
・
文
仲
宝
ら
、
毎
に
高
志
を
歎
ず
れ
ば
、
未
だ
見
ざ
る
も
旧
の
如
し
。
猥
り
に
空
虚
を
以
て
、
貴
州
を
統
領
す
。

徳
薄
く
任
重
く
、

と
し
て
憂
慮
す
。
朝
廷
（
後
主
劉

）
は
今
年
始
め
て
十
八
、
天
姿
仁
敏
、
徳
を
愛
し
士
に
下
り
、
天
下
の

慘
慘

禪

人
、
漢
室
を
思
慕
す
。
君
と
与
に
天
に
因
り
民
に
順
ひ
、
此
の
明
主
を
輔
け
、
以
て
季
興
の
功
を
隆
さ
ん
と
欲
す
る
な
り
。

蜀
漢

諸
葛
亮

王
謀
・
李
伯
仁
・
楊
洪
・
丁
君
幹
・
李

と
手
紙
を
渡
し
、

政
権
へ
の
協
力
を
要
請
し
て
い
る
。
そ
の
際
、

が
杜
微
の
名
声
を

ら

人
士
（

だ
け
は

在
住
の

人
士
）
か
ら
、
聞
い
て
い
る
点
に
は
着
目
し
て
よ
い
。
多
く
の

人

邵
・
李
朝
・
文
恭

益
州

王
連

益
州

荊
州

益
州

士
が

の
主
事
す
る

「
名
士
」
社
会
の
構
成
員
と
な
り
、
そ
れ
へ
の
杜
微
の
参
加
を

「
名
士
」
社
会
全
体
で
要
請
す
る
と

諸
葛
亮

蜀
漢

蜀
漢

い
う
形
式
を
取
っ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
杜
微
は

の
熱
意
に
応
え
、

に
就
い
て
い
る
。

諸
葛
亮

諫
議
大
夫

こ
う
し
て

は
、

に
基
づ
き
「
猛
」
政
を
展
開
す
る
一
方
で
、

「
名
士
」
社
会
の
形
成
と
と
も
に

の
振
興
を
図

諸
葛
亮

荊
州
学

蜀
漢

蜀
学

り

「
名
士
」
社
会
の
文
化
的
価
値
の
中
心
に
儒
教
を
位
置
づ
け
て
い
っ
た
。

政
権
後
期
に
お
け
る

を
代
表
す
る
譙
周
が
、
五

、

蜀
漢

蜀
学

丈
原
で

が
陣
没
し
た
際
、
禁
令
が
出
る
以
前
に
真
っ
先
に
弔
問
に
訪
れ
、

へ
の
敬
愛
の
情
を
表
し
た
こ
と
は
（

三
國

諸
葛
亮

諸
葛
亮

『

志
』

、

の
振
興
に
よ
っ
て

が
復
興
し
た
こ
と
を
端
的
に
物
語
る
の
で
あ
る
。

巻
四
十
二

譙
周
伝

諸
葛
亮

蜀
学

）

た
だ
し
、
こ
れ
は

と
い
う
指
導
者
が
存
在
し
て
初
め
て
成
り
立
つ
妥
協
で
あ
っ
た

『

』
を
中
心
と
す
る
官
学
に

諸
葛
亮

春
秋
公
羊
学

。

含
ま
れ
る

と
『

』
を
中
心
と
す
る

と
は
、
経
義
が
明
確
に
異
な
る

『

』
卷

に
、

蜀
学

春
秋
左
氏
伝

荊
州
学

三
国
志

四
十
二

孟
光
伝

。

（

。

孟
光
）
漢
家
の
旧
典
に
長
じ
、
公
羊
春
秋
を
好
み
て
左
氏
を
譏
呵
す
。
毎
に
来
敏
と
此
の
二
義
を
争
ふ

と
あ
る
よ
う
に
、
政
権
で
優
越
す
る

人
士
の
儒
教
で
あ
る

へ
の
反
発
は
つ
ね
に
存
在
し
た

「
乱
羣
」
と
評
さ
れ
た

が

荊
州

荊
州
学

来
敏

。

失
脚
し
た
背
景
に
は
（

三
國
志
』

、
か
か
る
対
峙
性
を
想
定
し
て
よ
い
。
こ
と
に
、

の
死
後
、
蔣
琬
・
費

『

）

巻
四
十
二

来
敏
伝

諸
葛
亮



14

禕
輔
政
期
を
経
て
、
姜
維
が
北
伐
を
繰
り
返
す
と
、
蜀
学
が
秘
か
に
伝
え
て
き
た
「

」
と
い
う
予
言
が
公

漢
に
代
は
る
者
は
当
塗
高
な
り

然
化
し
て
く
る
。

の
滅
亡
の
前
年
、

は

が
滅
亡
し
て
曹
魏
に
代
わ
る
こ
と
を
讖
緯
の
言
葉
で
柱
に
書
き
つ
け
た
（

三
國

蜀
漢

譙
周

蜀
漢

『

志
』

。

が

の
宣
揚
を
契
機
と
す
る

政
権
と
の
関
係
を
断
ち
切
っ
て
、
本
来
の
予
言
に
立
ち
戻
っ
た

巻
四
十
二

杜
瓊
伝

蜀
学

諸
葛
亮

蜀
漢

）

時
、

政
権
は
滅
亡
し
た
の
で
あ
る
。

蜀
漢

お
わ
り
に

諸
葛
亮
は

「
漢
」
の
最
終
的
な
継
承
者
で
あ
っ
た
。
主
君
劉
備
が

の
一
族
と
称
し
、

を
国
是
に
曹
魏
と
戦
い
続
け
た

、

漢
室

漢
室
復
興

た
め
だ
け
で
は
な
い
。

は
、

「
儒
教
国
家
」
で
確
立
し
た
儒
教
一
尊
の
価
値
観
の
正
統
な
後
継
者
な
の
で
あ
っ
た
。
曹
魏
の

諸
葛
亮

後
漢

基
礎
を
築
い
た
曹
操
は
、
多
様
な
価
値
観
を
尊
重
し
て
、
貴
族
文
化
の
魁
と
な
っ
た
。
先
進
的
と
評
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し

（
三
一
）

て

は
、

に
基
づ
き
法
刑
を
重
視
す
る
な
ど
の
新
し
み
を
加
え
な
が
ら
も
、

を
尊
重
し
た
よ
う
に
あ
く
ま
で
「

」
の

諸
葛
亮

荊
州
学

蜀
学

漢

伝
統
を
継
承
す
る
。
悪
く
言
え
ば
保
守
的
で
す
ら
あ
る
。
次
代
を
切
り
開
く
存
在
と
は
成
り
得
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
中
国
が
自
身
の
伝

統
と
し
て
「

」
を
振
り
返
っ
た
時
、
例
え
ば
朱
子
は
諸
葛
亮
を
極
め
て
高
く
評
価
し
た
。
長
期
的
に
は

の
評
価
が
高
か
っ
た
こ

漢

諸
葛
亮

（
三
二
）

と
を
『

』
は
今
に
伝
え
る
の
で
あ
る
。

三
国
志
演
義

〔

注

〕

（
一
）
例
え
ば
、
周
一
良
〈
一
九
七
四
〉
は
、
諸
葛
亮
を
法
家
の
代
表
人
物
の
一
人
と
位
置
づ
け
、
そ
の
内
政
か
ら
兵
法
ま
で
を
法
家
思
想
に
よ
り
位

置
づ
け
た
。
し
か
し
、
か
か
る
研
究
は
、
四
人
組
の
法
家
尊
重
を
歴
史
研
究
に
投
影
さ
せ
た
も
の
で
、
諸
葛
亮
の
本
質
を
理
解
す
る
も
の
と
は
、

言
い
難
い
。
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（
二
）
馬
植
傑
〈
一
九
九
三
〉
は
、
諸
葛
亮
の
蜀
の
統
治
は
刑
法
と
徳
化
を
併
用
し
た
と
理
解
し
、
万
縄
楠
〈
一
九
七
八
〉
は
、
諸
葛
亮
の
法
制
思
想

に
は
、
い
く
ぶ
ん
か
の
民
主
的
要
素
が
含
ま
れ
て
い
る
と
解
釈
す
る
。
ま
た
、
張
大
可
〈
一
九
八
六
〉
は
、
諸
葛
亮
の
法
の
重
視
を
漢
末
の
政
治

腐
敗
に
よ
り
、
豪
族
が
跋
扈
す
る
現
状
へ
の
対
応
し
た
と
把
握
す
る
。
な
お
、
成
都
市
諸
葛
亮
研
究
会
《
一
九
八
五
》
は
、
こ
の
時
代
で
の
中
国

に
お
け
る
諸
葛
亮
研
究
の
水
準
を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
三
）
こ
の
ほ
か
、
内
藤
虎
次
郎
《
一
八
九
七
》
は
、
記
述
の
随
所
に
内
藤
支
那
学
の
見
識
が
窺
わ
れ
る
と
と
も
に
、
若
年
層
の
登
用
を
訴
え
る
そ
の

主
張
に
、
若
き
日
の
湖
南
の
政
治
へ
の
情
熱
が
感
じ
ら
れ
る
。
宮
川
尚
志
《
一
九
四
〇
》
は
、
個
々
の
記
述
に
明
確
な
資
料
の
裏
づ
け
が
あ
り
、

正
確
さ
・
時
代
相
の
把
握
な
ど
に
お
い
て
、
現
在
で
も
高
い
評
価
を
受
け
る
べ
き
伝
記
で
あ
る
。
狩
野
直
禎
《
一
九
六
六
》
は
、
三
国
時
代
の
専

門
家
の
手
に
よ
る
伝
記
と
し
て
、
一
定
の
価
値
を
有
し
て
い
る
。

（
四
）
林
田
論
文
が
基
づ
く
川
勝
義
雄
の
「
清
流
」
豪
族
論
に
対
す
る
批
判
は
、
渡
邉
義
浩
〈
一
九
九
一

ｂ
〉
を
参
照
。

－

（
五
）
後
漢
を
「
儒
教
国
家
」
と
理
解
す
る
こ
と
に
関
し
て
は
、
渡
邉
義
浩
《
一
九
九
五
》
を
参
照
。

（
六

『
太
平
御
覧
』
巻
四
百
七
十

所
引
『
晉
中
興
書
』
に

「
何
法
盛
晉
中
興
書
曰

『
諸
葛
氏
之
先
出
自
諸
國
。
漢
司
隷
校
尉
諸
葛
豊
、
以
忠
強

）

、

、

立
名
。
子
孫
代
居
二
千
石
。
三
國
之
典
蜀
有
丞
相
亮
、
呉
有
大
將
軍
瑾
、
魏
有
司
空
誕
。
名
並
盖
海
内
爲
天
下
盛
族
」
と
あ
り
、
諸
葛
豊
の
子
孫

が
代
々
二
千
石
の
家
柄
と
な
っ
て
い
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
な
お
、
諸
葛
亮
の
伝
記
に
は
、
内
藤
虎
次
郎
《
一
八
九
七

、
宮
川
尚
志
《
一
九

》

四
〇

、
狩
野
直
禎
《
一
九
六
六
》
な
ど
が
あ
り
、
内
藤
虎
次
郎
《
一
八
九
七
》
は
、
記
述
の
随
所
に
内
藤
支
那
学
の
見
識
が
窺
わ
れ
る
と
と
も

》

に
、
若
年
層
の
登
用
を
訴
え
る
そ
の
主
張
に
、
若
き
日
の
湖
南
の
政
治
へ
の
情
熱
が
感
じ
ら
れ
る
。
宮
川
尚
志
《
一
九
四
〇
》
は
、
個
々
の
記
述

に
明
確
な
資
料
の
裏
づ
け
が
あ
り
、
正
確
さ
・
時
代
相
の
把
握
な
ど
に
お
い
て
、
現
在
で
も
高
い
評
価
を
受
け
る
べ
き
伝
記
で
あ
る
。
狩
野
直
禎

《
一
九
六
六
》
は
、
三
国
時
代
の
専
門
家
の
手
に
よ
る
伝
記
で
あ
り
、
成
都
市
諸
葛
亮
研
究
会
《
一
九
八
五
》
は
、
中
国
に
お
け
る
諸
葛
亮
研
究

の
水
準
を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
七

「
名
士
」
が
経
済
力
や
軍
事
力
で
は
な
く
名
声
を
支
持
基
盤
と
す
る
こ
と
は
、
渡
邉
義
浩
〈
一
九
九
一

ａ

〈
一
九
九
五
〉
を
参
照
。

）

〉

－
（
八
）
曹
操
の
徐
州
大
虐
殺
、
並
び
に
そ
れ
に
よ
り
曹
操
が
一
部
の
「
名
士
」
の
支
持
を
失
い
拠
点
の
兗
州
を
失
い
か
け
た
こ
と
、
そ
の
後
「
名
士
」
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の
支
持
回
復
策
と
し
て
献
帝
を
擁
立
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
渡
邉
義
浩
〈
二
〇
〇
一

ａ
〉
を
参
照
。
ち
な
み
に
、
の
ち
諸
葛
亮
と
交
渉
し
て

－

劉
備
集
団
と
同
盟
を
結
び
、
曹
操
を
赤
壁
で
打
倒
す
る
こ
と
に
功
の
あ
っ
た
孫
呉
の
魯
肅
も
徐
州
出
身
で
あ
る
。
諸
葛
亮
と
同
様
の
反
曹
の
思
い

を
魯
肅
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

（
九
）
福
井
重
雅
〈
一
九
七
四

〈
一
九
七
五
－
ａ

〈
一
九
七
五
－
ｂ
〉
を
参
照
。
ま
た
、
漢
に
代
わ
る
王
朝
の
出
現
を
説
く
圖
讖
が
多
く
出
現
し

〉

〉

た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
平
秀
道
〈
一
九
七
四
〉
を
参
照
。

（

）
池
田
秀
三
〈
一
九
九
三
〉
は
、
應
劭
の
『
風
俗
通
義
』
の
皇
覇
篇
は
、
革
命
是
認
の
た
め
に
書
か
れ
た
と
し
、
内
山
俊
彦
〈
一
九
八
四
〉
は
仲

一
〇

長
統
の
天
の
超
越
化
・
天
人
相
関
説
へ
の
批
判
に
漢
王
朝
へ
の
告
別
を
見
る
。

（

）
田
余
慶
〈
一
九
八
一
〉
は
、
諸
葛
亮
に
よ
る
李
厳
の
処
罰
を
、
諸
葛
亮
と
李
厳
と
い
う
旧
劉
備
・
劉
璋
両
集
団
の
二
人
の
実
力
者
に
よ
る
二
頭

一
一

政
治
と
蜀
漢
政
権
形
成
時
の
政
治
形
態
を
捉
え
る
視
角
か
ら
、
諸
葛
亮
に
よ
る
李
厳
の
免
官
を
前
者
に
よ
る
後
者
の
征
服
と
位
置
づ
け
る
。
か
か

る
側
面
を
否
定
は
し
な
い
が
、
本
質
的
に
は
、
両
者
の
「
漢
」
へ
の
思
想
的
位
置
の
違
い
が
、
そ
の
対
立
の
根
本
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
な

お
、
諧
謔
を
交
え
て
返
答
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
は

「
君

自
ら
取
る
べ
し
」
と
い
う
劉
備
の
遺
言
を
真
剣
に
拒
否
す
れ
ば
、
劉
備
を

、

批
判
す
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
た
め
で
あ
る
。

（

）
堀
池
信
夫
〈
一
九
八
八
〉
は
、
何
休
の
『
春
秋
公
羊
解
詁
』
が
、
漢
を
受
命
の
王
と
し

『
春
秋
』
が
漢
の
た
め
に
作
ら
れ
た
と
す
る
こ
と

一
二

、

を
、
漢
の
大
平
の
無
窮
の
目
的
の
た
め
に
著
し
た
た
め
と
理
解
す
る
。

（

）
劉
表
政
権
が
蔡
瑁
・
蒯
越
ら
荊
州
「
名
士
」
の
在
地
社
会
へ
の
規
制
力
に
依
拠
し
て
い
た
こ
と
は
、
渡
邉
義
浩
〈
一
九
八
八
〉
を
参
照
。

一
三

（

）
後
漢
の
支
配
が
豪
族
の
在
地
社
会
へ
の
規
制
力
を
利
用
す
る
「
寛
」
治
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
渡
邉
義
浩
〈
一
九
九
四
〉
を
参
照
。

一
四

（

）
徐
庶
を
仲
介
者
と
し
な
が
ら
、
諸
葛
亮
と
劉
備
と
の
「
せ
め
ぎ
あ
い
」
の
中
で
、
劉
備
が
諸
葛
亮
に
三
顧
の
礼
を
尽
く
さ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た

一
五

こ
と
に
つ
い
て
は
、
渡
邉
義
浩
〈
一
九
八
八
〉
を
参
照
。

（

）
襄
陽
グ
ル
ー
プ
以
外
の
荊
州
支
配
下
の
「
名
士
」
や
豪
族
の
動
向
に
関
し
て
は
、
渡
邉
義
浩
〈
一
九
八
八
〉
を
参
照
。

一
六

（

）
荊
州
学
の
内
容
、
及
び
そ
の
経
学
上
の
位
置
づ
け
に
関
し
て
は
、
加
賀
栄
治
《
一
九
六
四
》
を
参
照
。

一
七
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（

）
池
田
秀
三
〈
一
九
九
〇
・
一
九
九
一
〉
は
『
禮
記
解
詁
』
を
著
し
た
盧
植
に
と
り
重
要
な
こ
と
は
、
経
義
の
大
義
を
知
り
、
そ
の
大
義
を
実
践

一
八

に
移
す
こ
と
に
あ
っ
た
と
い
う
。
黄
巾
の
乱
が
起
こ
る
と
、
盧
植
は
四
府
の
推
挙
に
よ
り
北
中
郎
將
と
な
り
、
北
軍
五
校
の
士
を
将
い
て
討
伐
に

赴
き
、
乱
の
平
定
後
は
、
董
卓
の
専
横
に
敢
然
と
立
ち
向
か
い
免
官
さ
れ
て
い
る
。

（

）
後
漢
末
の
儒
教
の
内
発
的
な
発
展
の
中
か
ら

「
寛
」
治
を
克
服
す
る
「
猛
」
政
が
『
春
秋
左
氏
伝
』
に
基
づ
き
な
が
ら
提
唱
さ
れ
、
曹
操
政

一
九

、

権
下
で
も
荀
彧
ら
潁
川
グ
ル
ー
プ
に
よ
り
推
進
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
渡
邉
義
浩
〈
二
〇
〇
一

ｂ
〉
を
参
照
。

－

（

）
陳
紀
は

「
猛
」
政
の
具
体
的
な
方
策
と
し
て
肉
刑
の
復
活
を
掲
げ
て
い
た
。
陳
紀
の
子
で
あ
る
陳
羣
や
荀
彧
な
ど
の
潁
川
グ
ル
ー
プ
が
、
曹

二
〇

、

魏
政
権
に
お
い
て
「
猛
」
政
の
具
体
的
な
政
策
と
し
て
肉
刑
の
復
活
を
掲
げ
た
こ
と
も
、
渡
邉
義
浩
〈
二
〇
〇
一

ｂ
〉
を
参
照
。

－

（

）
諸
葛
亮
が
卒
し
て
蜀
漢
政
権
が
衰
微
す
る
と
、
大
赦
も
多
発
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
具
体
的
に
い
え
ば
、
劉
備
の
即
位
か
ら
諸
葛
亮
の

二
一

死
去
に
至
る
十
四
年
間
に
は
大
赦
は
、
劉
備
即
位
の
章
武
元
（
二
二
一
）
年
と
（

三
國
志
』
巻
三
十
二

先
主
伝

、
劉
禅
の
即
位
の
建
興
元

『

）

（
二
二
三
）
年
（

三
國
志
』
巻
三
十
三

後
主
伝
）
と
の
二
回
し
か
実
施
さ
れ
て
い
な
い
。
つ
い
で
諸
葛
亮
の
死
後
、
後
事
を
託
さ
れ
た
蔣
琬

『

・
費
禕
が
統
治
し
た
二
十
年
間
に
は
、
延
煕
元
（
二
三
八
）
年
・
六
（
二
四
三
）
年
・
九
（
二
四
六
）
年
・
十
二
（
二
四
九
）
年
・
十
四
（
二
五

一
）
年
と
五
回
施
行
さ
れ
る
（

三
國
志
』
巻
三
十
三

後
主
傳

。
董
允
が
死
去
し
て
費
禕
も
曹
魏
の
降
人
に
殺
害
さ
れ
、
宦
官
黄
皓
の
専
権
が

『

）

始
ま
る
と
、
滅
亡
ま
で
の
十
年
間
に
延
熙
十
七
（
二
五
四
）
年
・
十
九
（
二
五
六
）
年
・
二
十
（
二
五
七
）
年
・
景
耀
元
（
二
五
八
）
年
・
四

（
二
六
一
）
年
・
六
（
二
六
三
）
年
と
六
回
も
の
大
赦
が
濫
発
さ
れ
て
い
る
（

三
國
志
』
巻
三
十
三

後
主
傳

。
大
赦
は
、
蜀
漢
政
権
に
お
い

『

）

て
も
、
政
治
に
裨
益
す
る
所
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

（

『
晉
書
』
巻
三
十

刑
法
志
に

「
漢
承
秦
制
、
蕭
何
定
律
、
除
參
夷
連
坐
之
罪
、
增
部
主
見
知
之
條
、
益
事
律
興
・
厩
・･

三
篇
、
合
為
九

二
二

）

、

篇
。
…
…
後
人
生
意
、
各
為
章
句
。
叔
孫
宣
・
郭
令
卿
・
馬
融
・
鄭
玄
諸
儒
章
句
十
有
餘
家
、
家
數
十
萬
言
。
凡
斷
罪
所
當
由
用
者
、
合
二
萬
六

千
二
百
七
十
二
條
、
七
百
七
十
三
萬
二
千
二
百
餘
言
、
言
數
益
繁
、
覽
者
益
難
。
天
子
於
是
下
詔
、
但
用
鄭
氏
章
句
、
不
得
雜
用
餘
家
」
と
あ

る
。

（

）
蜀
科
が
劉
備
の
漢
中
王
時
代
に
編
纂
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
及
び
三
国
時
代
全
体
に
お
け
る
科
法
の
尊
重
に
関
し
て
は
、
宮
川
尚
志
〈
一

二
三
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九
六
九
〉
を
参
照
。

（

）
冨
谷
至
〈
二
〇
〇
一

。
ま
た
、
冨
谷
は
、
西
晉
の
泰
始
律
令
の
令
に
つ
い
て
、
非
刑
罰
・
行
政
法
典
の
誕
生
に
は
、
す
で
に
典
籍
と
な
っ
て

二
四

〉

い
た
禮
典
の
存
在
が
意
識
さ
れ
、
與
る
こ
と
大
で
あ
っ
た
、
と
し
て
い
る
。

（

）
諸
葛
亮
の
益
州
統
治
と
蜀
漢
「
名
士
」
社
会
の
形
成
に
つ
い
て
は
、
渡
邉
義
浩
〈
一
九
八
九
〉
を
参
照
。

二
五

（

）
楊
氏
を
中
心
と
す
る
「
蜀
学
」
の
展
開
に
つ
い
て
は
、
吉
川
忠
夫
〈
一
九
八
四
〉
を
参
照
。

二
六

（

）
盧
弻
『
三
国
志
集
解
』
の
当
該
箇
所
に
諸
説
を
掲
げ
る
よ
う
に
、
こ
こ
に
は
誤
脱
が
あ
る
。
上
奏
文
の
最
後
に
名
の
掲
げ
ら
れ
た
「
譙
周
」
を

二
七

「
周
羣
」
の
誤
り
と
す
る
か

「
臣
の
父
羣
」
を
「
巨
の
父
羣
」
と
す
る
か
の
手
段
に
よ
り
、
周
巨
の
父
で
あ
る
周
羣
が
気
を
観
察
し
て
劉
備
の

、

即
位
を
予
言
し
て
い
た
と
い
う
文
意
を
通
せ
ば
よ
い
わ
け
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
後
者
に
従
い

「
臣
」
を
「
巨
」
に
改
め
る
。

、

（

）
平
秀
道
〈
一
九
七
七
〉
に
よ
れ
ば
、
他
の
二
つ
の
緯
書
は
他
に
用
例
が
な
く
、
劉
備
の
た
め
に
新
た
に
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。

二
八

（

『
尚
書
』
堯
典
の
「
五
教
在
寛
」
を
典
拠
に
「
寛
」
治
が
正
当
化
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
渡
邉
義
浩
〈
一
九
九
四
〉
を

『
春
秋
公
羊
伝
』
の

二
九

）

、

「
母
以
子
貴
」
に
よ
り
外
戚
の
与
政
が
正
当
化
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
渡
邉
義
浩
〈
一
九
九
〇
〉
を
参
照
。

（

）
荊
州
学
を
継
承
す
る
王
肅
は

「
古
学
を
推
引
し
て
以
て
其
の
義
（
讖
緯
の
学
の
理
論
）
を
難
」
じ
た
と
い
う
（

隋
書
』
巻
三
十
二

經
籍
志

三
〇

、

『

一

讖
緯

。
吉
川
忠
夫
〈
一
九
八
四
〉
を
参
照
。

）

（

）
曹
操
が
文
学
を
初
め
と
す
る
新
た
な
文
化
を
創
造
し
た
こ
と
は
、
渡
邉
義
浩
〈
一
九
九
五
〉
を
参
照
。

三
一

（

）
歴
代
の
諸
葛
亮
評
価
に
関
し
て
は
、
渡
邉
義
浩
〈
一
九
九
八
〉
を
参
照
。

三
二

《

文
献
表

》

池
田
秀
三
「
盧
植
と
そ
の
『
禮
記
解
詁

（
上

（
下

（

京
都
大
学
文
学
部
研
究
紀
要
』
二
九
、
三
〇
、
一
九
九
〇
、
一
九
九
一
年

。

』

）
、

）
」
『

）

池
田
秀
三
「
読
風
俗
通
義
皇
覇
篇
札
記

（

中
国
思
想
史
研
究
』
一
六
、
一
九
九
三
年

。

」
『

）

内
山
俊
彦
「
仲
長
統

後
漢
末
一
知
識
人
の
思
想
と
行
動

（

日
本
中
国
学
会
報
』
三
六
、
一
九
八
四
年

。

－

」
『

）
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加
賀
栄
治
『
中
国
古
典
解
釈
史

魏
晋
篇

（
勁
草
書
房
、
一
九
六
四
年

。

』

）

狩
野
直
禎
『
諸
葛
孔
明

（
人
物
往
来
社
、
一
九
六
六
年

。

』

）

平

秀
道
「
魏
の
文
帝
と
圖
緯

（

竜
谷
大
学
論
集
』
四
〇
四
、
一
九
七
四
年

。

」
『

）

平

秀
道
「
蜀
の
昭
烈
帝
と
讖
緯

（

竜
谷
大
学
論
集
』
四
〇
九
、
一
九
七
七
年

。

」
『

）

冨
谷

至
「
晉
泰
始
律
令
へ
の
道

第
二
部

魏
晉
の
律
と
令

（

東
方
学
報
』
七
三
、
二
〇
〇
一
年

。

－

」
『

）

内
藤
虎
次
郎
『
諸
葛
武
侯

（
東
華
堂
、
一
八
九
七
年

。

』

）

林
田
慎
之
助
「
諸
葛
孔
明
と
荀
彧
、
孔
融

（

中
国

社
会
と
文
化
』
四
、
一
九
八
九
年

。

」
『

）

－

福
井
重
雅
「
黄
巾
集
団
の
組
織
と
そ
の
性
格

（

史
観
』
八
九
、
一
九
七
四
年

。

」
『

）

福
井
重
雅
「
黄
巾
の
乱
と
起
義
の
口
号

（

大
正
大
学
研
究
紀
要
』
文
学
部
・
仏
教
学
部

五
九
、
一
九
七
五
年

ａ

。

」
『

）

－

福
井
重
雅
「
黄
巾
の
乱
と
伝
統
の
問
題

（

東
洋
史
研
究
』
三
四

一
、
一
九
七
五
年

ｂ

。

」
『

）

－
－

堀
池
信
夫
「
何
休
の
『
元

（

漢
魏
思
想
史
研
究
』
明
治
書
院
、
一
九
八
八
年

。

』
」
『

）

宮
川
尚
志
『
諸
葛
孔
明

（
冨
山
房
、
一
九
四
〇
年

。

』

）

宮
川
尚
志
「
三
国
時
代
の
国
家
観
念
と
科
法
の
尊
重

（

鎌
田
博
士
還
暦
記
念
歴
史
学
論
叢
』
鎌
田
先
生
還
暦
記
念
会
、
一
九
六
九
年

。

」
『

）

吉
川
忠
夫
「
蜀
に
お
け
る
讖
緯
の
学
の
伝
統

（

讖
緯
思
想
の
総
合
的
研
究
』
国
書
刊
行
会
、
一
九
八
四
年

。

」
『

）

渡
邉
義
浩
「
蜀
漢
政
権
の
成
立
と
荊
州
人
士

（

東
洋
史
論
』
六
、
一
九
八
八
年

。

」
『

）

渡
邉
義
浩
「
蜀
漢
政
権
の
支
配
と
益
州
人
士

（

史
境
』
一
八
、
一
九
八
九
年

。

」
『

）

渡
邉
義
浩
「
漢
魏
交
替
期
の
社
会

（

歴
史
学
研
究
』
六
二
六
、
一
九
九
一
年

ａ

。

」
『

）

－

渡
邉
義
浩
『
後
漢
国
家
の
支
配
と
儒
教

（
雄
山
閣
出
版
、
一
九
九
五
年

。

』

）

渡
邉
義
浩
「
後
漢
時
代
の
外
戚
に
つ
い
て

（

史
峯
』
五
、
一
九
九
〇
年

『
後
漢
国
家
の
支
配
と
儒
教
』
前
掲
に
改
題
の
う
え
所
収

。

」
『

、

）

渡
邉
義
浩
「
後
漢
時
代
の
党
錮
に
つ
い
て

（

史
峯
』
六
、
一
九
九
一
年

ｂ

『
後
漢
国
家
の
支
配
と
儒
教
』
前
掲
に
改
題
の
う
え
所
収

。

」
『

、

）

－
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渡
邉
義
浩
「

徳
治
』
か
ら
『
寛
治
』
へ

（

中
国
史
に
お
け
る
教
と
国
家
』
雄
山
閣
出
版
、
一
九
九
四
年

『
後
漢
国
家
の
支
配
と
儒
教
』
前
掲
に

『

」
『

、

改
題
の
う
え
所
収

。
）

渡
邉
義
浩
「
三
国
時
代
に
お
け
る
『
文
学
』
の
政
治
的
宣
揚

六
朝
貴
族
制
形
成
史
の
視
点
か
ら

（

東
洋
史
研
究
』
五
四

三
、
一
九
九
五
年

。

－
－

」
『

）

渡
邉
義
浩
「
三
国
政
権
形
成
前
史

袁
紹
と
公
孫
瓚

（

吉
田
寅
先
生
古
稀
記
念

ア
ジ
ア
史
論
集

（
東
京
法
令
出
版
、
一
九
九
七
年

。

－

」
『

』

）

渡
邉
義
浩
「
諸
葛
亮
像
の
変
遷

（

大
東
文
化
大
学
漢
学
会
誌
』
三
七
、
一
九
九
八
年

。

」
『

）

渡
邉
義
浩
「
曹
操
政
権
の
形
成

（

大
東
文
化
大
学
漢
学
会
誌
』
四
〇
、
二
〇
〇
一
年

ａ

。

」
『

）

－

渡
邉
義
浩
「

寛
』
治
か
ら
『
猛
』
政
へ

（

東
方
学
』
一
〇
二
、
二
〇
〇
一
年

ｂ

。

『

」
『

）

－

周

一
良
「
諸
葛
亮
和
法
家
路
線

（

歴
史
研
究
』
一
九
七
四

一
、
一
九
七
四
年

。

」
『

）

－

成
都
市
諸
葛
亮
研
究
会
（
編

『
諸
葛
亮
研
究

（
巴
蜀
書
社
、
一
九
八
五
年

。

）

』

）

張

大
可
「
論
諸
葛
亮

（

社
会
科
学
（
蘭
州

』
一
九
八
六

一
、
一
九
八
六
年

『
三
国
史
研
究
』
甘
粛
人
民
出
版
社
、
一
九
八
八
年
に
所
収

。

」
『

）

、

）

－

田

余
慶
「
李
厳
興
廃
和
諸
葛
用
人

（

中
華
学
術
論
文
集
』
中
華
書
局
、
一
九
八
一
年

。

」
『

）

馬

植
傑
「
劉
備
託
孤
与
諸
葛
亮
治
蜀
和
北
伐

（

三
国
史
』
人
民
出
版
社
、
一
九
九
三
年

。

」
『

）

万

縄
楠
「
論
諸
葛
亮
的
“
治
実
”
精
神

（

安
徽
師
大
学
報
』
哲
学
社
会
科
学
版

一
九
七
八

三
、
一
九
七
八
年

『
魏
晋
南
北
朝
史
論
稿
』
安

」
『

、

－

徽
教
育
出
版
社
、
一
九
八
三
年
に
所
収

。
）

余

明
侠
『
諸
葛
亮
評
伝

（
南
京
大
学
出
版
社
、
一
九
九
六
年

。

』

）


